
 

 

●危機関連保証の指定期間は、現在、令和3年(2021年)1月

31日（日）までとなっています。 

●指定期間内に貸付を実行する必要があるため、指定期間に

かかわらず、融資をお申し込みの金融機関とご相談の上、ゆ

とりをもって認定書をご申請ください。   

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/shikinguri/hokan/2017/191025hok

an01.pdf 

危機関連保証の認定の指定期間について 

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/shikinguri/hokan/2017/191025hokan01.pdf
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